
第
一
章
　
高
圧
的
経
済
政
策
の
展
開

（『
筑
波
大
経
済
学
論
集
』
第
三
二
号
）

第
二
章
　
ア
メ
リ
カ
産
業
の
空
洞
化

（
同
、
第
三
四
号
、
第
三
五
号
）

第
三
章
　
内
需
主
導
型
経
済
発
展
の
限
界

（
同
、
第
三
七
号
）

第
四
章
　
経
済
政
策
の
転
換
―
蓄
積
構
造
の
変
化
―

第
一
節
　
財
政
政
策
―
Ｏ
Ｂ
Ｒ
Ａ
政
策
の
展
開
―

１
　
レ
ー
ガ
ン
政
権
の
「
八
五
年
財
政
収
支
均
衡
法
」

２
　
ブ
ッ
シ
ュ
政
権
の
「
Ｏ
Ｂ
Ｒ
Ａ
90
」

３
　
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
の
「
Ｏ
Ｂ
Ｒ
Ａ
93
」

（
本
誌
第
三
集
）

第
二
節
　
財
政
動
向
の
実
態
（
本
号
）

第
三
節
　
高
圧
的
対
外
経
済
政
策
の
強
行

第
五
章
　
九
〇
年
代
の
ア
メ
リ
カ
経
済
構
造

―
外
需
依
存
型
経
済
発
展
の
限
界
―

（
補
）
ア
メ
リ
カ
産
業
の
動
向

結
　
び
　
ポ
ス
ト
・
ア
メ
リ
カ
資
本
主
義
時
代
へ
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ア
メ
リ
カ
経
済
政
策
の
転
換
（
承
前
）

│
現
代
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メ
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カ
の
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政
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と
産
業
空
洞
化
（
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）
│
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第
二
節
　
財
政
動
向
の
実
態

以
上
み
た
よ
う
に
、
歴
史
上
未
曽
有
な
規
模
の
積
極
的
赤
字
財
政
政
策
を

強
行
し
た
レ
ー
ガ
ン
政
権
は
、
八
五
年
に
入
る
や
政
策
転
換
し
、「
予
想
さ

れ
る
財
政
赤
字
が
あ
ま
り
に
も
大
き
く
、
財
政
赤
字
は
削
減
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
」（
一
九
八
五
年
二
月
大
統
領
経
済
教
書
、E

conom
ic

Report
of

the
President,

1
9
8
5 ,p.

7

）
と
し
て
財
政
引
き
締
め
を
「
優
先
課
題
」
に
位

置
付
け
て
、
漸
次
的
な
赤
字
削
減
と
五
年
後
の
赤
字
ゼ
ロ
達
成
目
標
を
内
容

と
す
る
「
八
五
年
財
政
収
支
均
衡
法
」
（B

alanced
B

udget
and

E
m

ergency
D

eficit
C

ontrolA
ct

of
1
9
8
5

）
を
成
立
さ
せ
た
。
レ
ー
ガ
ン

大
統
領
は
、「
議
会
と
協
力
し
て
連
邦
支
出
お
よ
び
財
政
赤
字
を
削
減
し
て

ゆ
く
た
め
の
手
段
と
し
て
」、
強
力
に
同
法
を
「
賞
賛
し
か
つ
支
持
し
た
」

（E
co.R

ep.of
the

Presi.,
1
9
8
6 .p.

8

）
の
で
あ
っ
た
。
引
き
つ
づ
い
て
、

レ
ー
ガ
ノ
ミ
ッ
ク
ス
に
よ
る
巨
額
な
財
政
・
貿
易
の
「
双
子
の
赤
字
」
等

「
大
い
な
る
マ
イ
ナ
ス
遺
産
」
の
清
算
の
任
務
を
負
わ
さ
れ
た
後
継
の
ブ
ッ

シ
ュ
共
和
党
政
権
も
、「
財
政
再
建
」
を
「
最
優
先
課
題
」
に
揚
げ
て
、「
増

税
な
き
財
政
再
建
」
＝
財
政
支
出
の
「
弾
力
的
凍
結
」
に
よ
る
財
政
収
支
均

衡
化
達
成
の
基
本
方
針
を
打
ち
出
し
、
大
幅
な
歳
出
削
減
を
中
心
と
す
る

「
Ｏ
Ｂ
Ｒ
Ａ
90
」（O

m
nibus

B
udgetReconciliation

A
ctof

1
9
9
0

）
を
制

定
し
た
。
さ
ら
に
、
九
三
年
一
月
に
ブ
ッ
シ
ュ
政
権
に
代
っ
て
登
場
し
た
ク

リ
ン
ト
ン
民
主
党
政
権
も
、「
経
済
再
建
」
策
の
最
大
眼
目
は
「
財
政
赤
字

を
十
分
に
削
減
す
る
こ
と
」、「
真
の
歳
入
増
加
、
真
の
歳
出
削
減
、
真
の
財

政
赤
字
削
減
を
行
う
」
こ
と
に
あ
る
と
強
調
し
て
（
九
三
年
二
月
一
七
日

「
包
括
的
経
済
政
策
に
関
す
る
大
統
領
演
説
」）、
本
格
的
増
税
と
大
規
模
な

歳
出
削
減
の
双
方
を
含
ん
だ
「
史
上
最
大
の
赤
字
削
減
パ
ッ
ケ
ー
ジ
」
と
し

て
「
Ｏ
Ｂ
Ｒ
Ａ
93
」（O

m
nibus

B
udget

R
econciliation

A
ct

of
1
9
9
3

）

を
、
同
年
八
月
に
制
定
し
た
。
以
上
の
八
〇
年
代
後
半
以
降
に
成
立
し
た

「
八
五
年
財
政
収
支
均
衡
法
」「
Ｏ
Ｂ
Ｒ
Ａ
90
」
な
ど
は
い
ず
れ
も
、
政
府

行
政
当
局
と
連
邦
議
会
に
た
い
し
て
そ
の
遵
守
を
義
務
付
け
た
財
政
規
律
法

で
あ
り
、
そ
れ
ら
財
政
法
の
制
定
に
よ
っ
て
多
年
度
間
に
わ
た
り
財
政
ス
ペ

ン
デ
ィ
ン
グ
を
制
約
す
る
法
的
制
度
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
ア
メ
リ
カ
経
済
の
な

か
に
ビ
ル
ト
イ
ン
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
以
下
、
そ
れ
ら
財
政
規
律
法
下
の

八
〇
年
代
後
半
以
降
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
国
家
財
政
の
実
態
と
動
向
を
み
て

み
よ
う
。

財
政
支
出

ま
ず
連
邦
財
政
支
出
を
、
裁
量
的
支
出
（
経
常
的
予
算
権
限

に
も
と
づ
く
歳
出
予
算
経
費
で
、
毎
年
度
ご
と
の
立
法
措
置
を
必
要
と
す
る
、

国
防
費
・
国
際
関
係
費
・
科
学
宇
宙
技
術
開
発
費
・
農
業
関
係
費
・
都
市
地

域
開
発
費
・
教
育
費
な
ど
）
と
義
務
的
支
出
（
恒
久
的
予
算
権
限
に
も
と
づ

く
歳
出
予
算
経
費
で
、
毎
年
度
自
動
的
に
規
定
額
の
歳
出
が
認
め
ら
れ
、
い

ち
い
ち
年
度
毎
の
議
決
を
要
し
な
い
。
老
齢
遺
族
障
害
年
金
保
険
・
公
務
員

退
職
年
金
保
険
・
失
業
保
険
・
メ
デ
ィ
ケ
ア
・
貧
窮
老
人
・
盲
人
障
害
者
扶

助
・
低
所
得
家
庭
へ
の
食
糧
住
宅
援
助
費
な
ど
）
に
別
け
て
み
て
み
る
と
、

裁
量
的
支
出
の
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
率
は
八
五
年
度
の
一
〇
・
一
％
か
ら
九
〇
年
度

八
・
八
％
、
九
六
年
度
に
は
七
・
一
％
へ
大
幅
に
減
少
し
て
い
る
（
第
36
表

参
照
）。
裁
量
的
支
出
は
、
国
防
費
、
国
際
関
係
費
、
国
内
費
に
大
別
さ
れ

る
が
、
そ
の
う
ち
と
く
に
国
防
費
の
比
率
が
目
立
っ
て
低
下
し
て
い
る
。
一

九
八
七
年
に
お
け
る
Ｉ
Ｎ
Ｆ
（
中
距
離
核
戦
力
）
全
廃
条
約
の
米
ソ
調
印
や

八
九
年
一
二
月
の
ブ
ッ
シ
ュ
・
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
米
ソ
首
脳
に
よ
る
東
西
冷
戦

終
結
宣
言
、「
ベ
ル
リ
ン
の
壁
」
の
崩
壊
（
八
九
年
一
一
月
）
等
に
と
も
な

う
米
ソ
軍
拡
競
争
の
終
焉
と
軍
縮
化
の
政
治
的
気
運
の
高
ま
り
お
よ
び
「
Ｏ

Ｂ
Ｒ
Ａ
90
」「
Ｏ
Ｂ
Ｒ
Ａ
93
」
に
よ
る
国
防
経
費
に
た
い
す
る
上
限
枠

（C
ap

）
設
定
措
置
（
国
防
費
の
上
限
枠
は
絶
対
額
で
減
額
、
前
揚
第
32
、
34

表
参
照
）
に
よ
っ
て
、
国
防
支
出
は
八
九
年
度
の
三
〇
四
〇
億
ド
ル
を
ピ
ー

小松　聰：アメリカ経済政策の転換
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裁
　
量
　
的
　
支
　
出

義
　
務
　
的
　
支
　
出

会
計
年
度

全
支
出

純
利
払
い

全
体

国
防

国
際
関
係

国
内

全
体

社
会
保
障

預
金
保
険

福
祉

(1)
そ
の
他

(2)

1
9
8
5

2
3.1

1
0.1

6.2
0.4

3.5
9.8

4.5
－

0.1
1.5

3.8
3.2

1
9
8
6

2
2.6

1
0.0

6.3
0.4

3.4
9.5

4.5
－
※

1.5
3.4

3.1

1
9
8
7

2
1.8

9.6
6.1

0.3
3.2

9.2
4.5

－
0.1

1.5
3.1

3.0

1
9
8
8

2
1.5

9.4
5.9

0.3
3.2

9.1
4.4

－
0.2

1.6
2.9

3.1

1
9
8
9

2
1.4

9.1
5.7

0.3
3.1

9.1
4.3

－
0.4

1.6
2.8

3.2

1
9
9
0

2
2.0

8.8
5.3

0.3
3.2

1
0.0

4.3
－

1.0
1.7

3.0
3.2

1
9
9
1

2
2.6

9.1
5.5

0.3
3.3

1
0.2

4.6
－

1.1
2.0

2.5
3.3

1
9
9
2

2
2.5

8.7
4.9

0.3
3.5

1
0.6

4.6
－
※

2.3
3.6

3.2

1
9
9
3

2
1.8

8.3
4.5

0.3
3.5

1
0.3

4.7
－

0.4
2.4

3.7
3.1

1
9
9
4

2
1.4

7.9
4.1

0.3
3.5

1
0.5

4.6
－

0.1
2.5

3.4
3.0

1
9
9
5

2
1.1

7.6
3.8

0.3
3.5

1
0.3

4.6
－

0.2
2.5

3.4
3.2

1
9
9
6

2
0.7

7.1
3.5

0.2
3.3

1
0.4

4.6
－

0.1
2.5

3.4
3.2

1
9
9
7

2
0.1

6.9
3.4

0.2
3.2

1
0.1

4.5
－

0.2
2.3

3.5
3.1

1
9
9
8

(3)
2
0.0

6.5
3.2

0.2
3.2

1
0.5

4.5
－

0.1
2.3

3.7
2.9

※
0.0

5％
以
下

（
1）
ミ
ー
ン
ズ
テ
ス
ト
を
と
も
な
う
資
格
支
出
（
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
、

A
FD

C
、

SSI、
食
糧
ス
タ
ン
プ
、
子
供
の
栄
養
計
画
、
そ
の
他
）。

（
2）
分
類
で
き
な
い
相
殺
受
取
勘
定
（
資
産
売
却
等
）
も
含
む
。

（
3）
評
価
。

（
出
所
）

B
udget of U

. S. G
overn. F. Y

. 1
9
9
9, H

istorical T
ables, p. 1

2
0。

第
3
6
表
　
連
邦
財
政
支
出
の
対

G
D

P
比
率
（
1
9
8
5
－

9
8
年
度
）

（
％
）



ク
に
し
て
以
降
漸
減
傾
向
を
示
し
、
九
四
年
度
二
八
二
三
億
ド
ル
、
九
六
年

度
に
は
二
六
六
〇
億
ド
ル
へ
、
九
二
年
度
不
変
価
格
ベ
ー
ス
で
は
八
九
年
度

三
三
八
九
億
ド
ル
か
ら
九
六
年
度
に
は
二
四
〇
五
億
ド
ル
へ
そ
れ
ぞ
れ
一

二
・
五
％
、
二
九
・
〇
％
も
絶
対
的
に
減
少
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
国
防
支

出
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
（
名
目
値
）
に
た
い
す
る
比
率
は
八
五
年
度
の
六
・
二
％
か
ら

九
〇
年
度
五
・
三
％
、
九
六
年
度
に
は
三
・
五
％
へ
、
全
連
邦
財
政
支
出
に

し
め
る
比
率
は
同
じ
く
二
六
・
七
％
か
ら
二
四
・
〇
％
、
一
七
・
〇
％
へ
、

そ
れ
ぞ
れ
約
二
分
の
一
の
水
準
に
激
減
し
て
い
る
（H

ist.T
ables:B

udget

of
the

U
.S.G

overn.F.Y
.
1
9
9
9 ,pp.

1
1
7 -1

1
9

）。
そ
の
他
、
一
般
行
政

費
・
公
共
事
業
・
教
育
訓
練
費
等
を
含
む
国
内
経
費
の
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
率
は
八

五
年
度
の
三
・
五
％
か
ら
九
六
年
度
に
は
三
・
三
％
へ
、
対
外
援
助
・
対
外

関
係
・
国
際
金
融
計
画
費
等
国
際
関
係
支
出
の
比
率
も
同
じ
く
〇
・
四
％
か

ら
〇
・
二
％
へ
、
そ
れ
ぞ
れ
〇
・
二
％
ず
つ
低
下
し
て
い
る
。
合
わ
せ
て
裁

量
的
支
出
の
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
率
は
八
五
―
九
六
年
度
間
に
三
・
〇
％
の
縮
小

に
な
っ
て
い
る
。

他
方
、
義
務
的
支
出
の
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
率
は
八
五
年
度
の
九
・
八
％
か
ら
九

〇
年
度
一
〇
・
〇
％
、
九
六
年
度
に
は
一
〇
・
四
％
と
〇
・
六
％
の
若
干
の

増
加
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
（
第
36
表
参
照
）。
義
務
的
支
出
の
内
訳
は
、
社

会
保
障
費
（
老
齢
遺
族
・
障
害
年
金
保
険
）
お
よ
び
福
祉
的
経
費
（
メ
デ
ィ

ケ
イ
ド
・
フ
ー
ド
ス
タ
ン
プ
・
要
保
護
児
童
家
庭
扶
助
・
老
齢
者
扶
助
・
児

童
栄
養
扶
助
な
ど
公
的
扶
助
費
）、
そ
の
他
（
メ
デ
ィ
ケ
ア
・
連
邦
公
務
員

年
金
・
鉄
道
退
職
者
年
金
・
失
業
保
険
給
付
・
退
役
軍
人
恩
給
費
等
）
か
ら

な
る
が
、
こ
の
う
ち
福
祉
的
支
出
の
比
率
が
八
五
―
九
六
年
度
間
に
一
・

五
％
か
ら
二
・
五
％
へ
一
・
〇
％
、
社
会
保
障
支
出
が
同
じ
く
四
・
五
％
か

ら
四
・
六
％
へ
〇
・
一
％
上
昇
し
、
反
対
に
そ
の
他
が
三
・
八
％
か
ら
三
・

四
％
へ
〇
・
四
％
減
少
し
て
い
る
。
な
お
、
国
債
利
払
い
費
の
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比

率
は
同
期
間
に
三
・
二
％
の
ま
ま
で
同
じ
水
準
で
あ
る
。

右
の
よ
う
に
、
裁
量
的
支
出
比
率
の
大
幅
減
少
、
義
務
的
支
出
比
率
の
微

増
、
国
債
利
払
い
費
の
横
ば
い
の
結
果
、
そ
れ
ら
の
項
目
を
合
算
し
た
連
邦

財
政
支
出
全
体
の
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
率
は
、
八
五
年
度
の
二
三
・
一
％
か
ら
九
〇

年
度
二
二
・
〇
％
、
九
六
年
度
に
は
二
〇
・
七
％
へ
傾
向
的
に
低
下
し
て
い

る
（
第
36
表
参
照
）。
連
邦
財
政
支
出
の
相
対
的
圧
縮
化
が
す
す
ん
だ
の
は

明
ら
か
で
あ
る
。

財
政
収
入

逆
に
、
連
邦
財
政
収
入
の
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
率
は
、
八
五
年
度
の

一
七
・
九
％
か
ら
九
〇
年
度
一
八
・
二
％
、
九
六
年
度
に
は
一
九
・
三
％
へ

傾
向
的
に
増
加
し
、
こ
の
間
一
・
四
％
上
昇
し
て
い
る
（
第
37
表
参
照
）。

同
財
政
収
入
は
、
個
人
所
得
税
、
法
人
所
得
税
、
社
会
保
障
税
（
老
齢
遺

族
・
障
害
年
金
保
険
掛
け
金
＝
連
邦
税
と
し
て
企
業
と
従
業
員
か
ら
強
制
的

に
徴
収
さ
れ
る
、
他
）、
消
費
税
、
そ
の
他
（
遺
産
贈
与
税
、
関
税
な
ど
）

か
ら
な
る
が
、
八
五

―
九
六
年
度
間
に
法
人
所
得
税
収
が
一
・
五
％
か
ら

二
・
三
％
へ
、
個
人
所
得
税
収
八
・
二
％
か
ら
八
・
七
％
へ
、
社
会
保
障
税

六
・
五
％
か
ら
六
・
八
％
へ
、
そ
れ
ぞ
れ
〇
・
八
％
、
〇
・
五
％
、
〇
・

三
％
ず
つ
比
率
が
増
加
し
た
の
に
対
し
て
消
費
税
は
〇
・
九
％
か
ら
〇
・

七
％
へ
、
そ
の
他
〇
・
九
％
か
ら
〇
・
八
％
へ
、
〇
・
二
％
、
〇
・
一
％
比

率
が
減
少
し
て
い
る
。
ま
た
、
同
期
間
に
お
け
る
税
収
絶
対
額
の
伸
び
率
を

み
る
と
、
法
人
所
得
税
収
が
一
八
〇
％
、
個
人
所
得
税
収
が
九
六
％
で
平
均

の
伸
び
率
九
八
％
を
上
回
る
か
そ
れ
並
み
で
あ
り
、
社
会
保
障
税
収
は
九

二
％
、
そ
の
他
六
九
％
、
消
費
税
収
五
〇
％
の
伸
び
に
と
ど
ま
り
、
こ
の
間

の
税
収
増
加
が
主
に
増
加
寄
与
率
の
約
六
割
を
し
め
る
法
人
所
得
税
と
個
人

所
得
税
の
増
収
に
よ
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
（ibid.,pp.

2
7

―

2
8

よ
り
算

出
）。法

人
所
得
税
収
の
増
加
は
、「
Ｏ
Ｂ
Ｒ
Ａ
93
」
に
よ
る
税
率
引
上
げ
（
課

税
所
得
一
千
万
ド
ル
超
の
限
界
税
率
の
三
五
％
へ
の
引
上
げ
）
及
び
持
続
的
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な
景
気
上
昇
と
徹
底
的
な
リ
ス
ト
ラ
等
に
よ
る
企
業
利
益
の
急
増
に
よ
る
。

一
九
九
一
年
三
月
を
「
底
」
と
す
る
景
気
回
復
と
そ
の
後
の
好
況
は
、
企
業

の
大
胆
な
リ
ス
ト
ラ
・
ダ
ウ
ン
サ
イ
ジ
ン
グ
・
リ
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
（
雇

用
削
減
、
不
採
算
事
業
部
門
の
切
り
捨
て
、
分
社
化
、
情
報
通
信
機
器
の
応

用
に
よ
る
生
産
・
流
通
・
経
理
等
事
務
部
門
の
組
織
改
革
・
効
率
化
）
を
と

も
な
う
企
業
収
益
主
導
の
経
済
成
長
と
い
わ
れ
、
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
伸
び
率
を
は
る

か
に
上
回
っ
て
企
業
収
益
率
は
上
昇
し
て
い
る
。
九
一
―
九
六
年
間
に
実

質
Ｇ
Ｄ
Ｐ
年
平
均
成
長
率
二
・
二
％
に
た
い
し
て
税
引
前
企
業
実
質
利
益
の

年
平
均
増
加
率
は
七
・
七
％
に
達
し
て
い
る
（
大
蔵
省
『
調
査
月
報
』
第
八

七
巻
第
四
号
、
一
八
頁
）。
ま
た
個
人
所
得
税
収
の
増
加
は
、「
Ｏ
Ｂ
Ｒ
Ａ

90
」「
Ｏ
Ｂ
Ｒ
Ａ
93
」
に
よ
る
税
率
引
き
上
げ
（
最
高
限
界
税
率
を
前
者
で

は
以
前
の
二
八
％
か
ら
三
一
％
へ
、
後
者
で
は
さ
ら
に
三
九
・
六
％
へ
引
上

げ
）
と
、
と
く
に
株
価
高
騰
に
よ
る
資
産
効
果
に
よ
る
と
み
ら
れ
て
い
る
。

株
価
（
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
ダ
ウ
平
均
株
価
、
工
業
株
三
〇
種
平
均
）
は
、
企

業
利
益
の
増
加
、
長
期
金
利
の
低
下
、
国
内
外
資
金
の
株
式
市
場
へ
の
流
入

に
よ
り
、
九
一
年
四
月
の
三
千
ド
ル
か
ら
九
五
年
一
一
月
五
千
ド
ル
、
九
六

年
一
〇
月
六
千
ド
ル
、
九
七
年
七
月
八
千
ド
ル
へ
う
な
ぎ
昇
り
に
上
昇
し

（
月
平
均
値
）、
そ
れ
に
と
も
な
い
家
計
金
融
資
産
残
高
増
加
（
１
）

―
キ
ャ
ピ

タ
ル
ゲ
イ
ン
・
所
得
増
加
―
税
収
増
加
の
関
連
が
生
じ
て
い
る
。
九
三
―

九
七
年
間
の
年
平
均
で
、
個
人
可
処
分
所
得
の
増
加
（
四
・
九
％
）
に
た
い

す
る
配
当
・
利
子
所
得
の
増
加
寄
与
率
は
二
五
・
九
％
、
個
人
所
得
税
・
社

会
保
障
税
増
加
の
割
合
は
三
二
・
〇
％
を
し
め
て
い
る
（
第
38
表
よ
り
算

出
）。

（
１
）
日
本
の
「
家
計
の
金
融
資
産
残
高
は
一
九
九
七
年
末
で
一
二
二
九
兆
円
と
な
っ
て
い
る
。

米
国
で
は
二
七
兆
二
千
億
ド
ル
、
こ
れ
を
九
七
年
末
の
為
替
レ
ー
ト
一
二
九
・
九
円
／
ド
ル
で

換
算
す
る
と
三
五
二
八
兆
円
と
な
り
、
米
国
の
家
計
は
日
本
の
約
二
・
九
倍
の
金
融
資
産
を
保

有
し
て
い
る
」（
日
本
開
発
銀
行
『
調
査
』
第
二
四
四
号
、
一
九
九
八
年
七
月
、
二
四
頁
）。
こ

－ 234－（5）

筑波女子大学紀要４ 2000

第37表　連邦財政収入の対GDP比率（1985－98年度）
（％）

会計年度 全収入 個人所得税 法人所得税 社会保障税(1) 消費税 その他(2)

1985 17.9 8.2 1.5 6.5 0.9 0.9
1986 17.6 8.0 1.4 6.5 0.8 0.9
1987 18.6 8.5 1.8 6.6 0.7 0.9
1988 18.4 8.1 1.9 6.7 0.7 0.9
1989 18.5 8.3 1.9 6.7 0.6 0.9
1990 18.2 8.2 1.6 6.7 0.6 1.0
1991 18.0 8.0 1.7 6.8 0.7 0.9
1992 17.8 7.7 1.6 6.7 0.7 0.9
1993 17.8 7.9 1.8 6.6 0.7 0.8
1994 18.4 7.9 2.1 6.7 0.8 0.9
1995 18.8 8.2 2.2 6.7 0.8 0.9
1996 19.3 8.7 2.3 6.8 0.7 0.8
1997 19.8 9.3 2.3 6.8 0.7 0.8
1998（3） 19.9 9.2 2.3 6.8 0.7 0.9

（1）社会保障（老齢・遺族・障害）税、メディケア拠出金、失業保険税、鉄道退職年金税、その他。

（2）財産贈与税、関税、雑収入など。

（3）評価。

（出所）F. Y. 1999, Historical Tables, pp. 31-32。



の
ア
メ
リ
カ
家
計
の
金
融
資
産
残
高
の
う
ち
株
式
関
連
資
産
（
株
式
直
接
保
有
、
ミ
ュ
ー
チ
ュ

ア
ル
・
フ
ァ
ン
ド
＝
投
資
信
託
・
年
金
基
金
株
式
保
有
の
計
）
は
九
七
年
末
で
五
六
％
の
シ
ェ

ア
を
し
め
、
た
と
え
ば
四
五
―
五
四
歳
世
帯
主
の
家
計
の
う
ち
株
式
関
連
資
産
を
保
有
す
る
家

計
の
割
合
は
じ
つ
に
四
九
・
三
％
に
の
ぼ
っ
て
い
る
（
同
、
三
〇
、
四
五
頁
）。

財
政
収
支
尻

右
の
よ
う
に
財
政
支
出
比
率
の
低
下
、
財
政
収
入
比
率
の

上
昇
の
結
果
、
連
邦
財
政
赤
字
額
と
赤
字
比
率
は
大
幅
に
縮
小
し
た
。
一
九

八
五
―
九
六
年
度
間
に
財
政
支
出
額
が
九
四
六
四
億
ド
ル
か
ら
一
兆
五
六

〇
五
億
ド
ル
へ
六
四
・
九
％
拡
大
し
た
の
に
た
い
し
て
、
財
政
収
入
額
は
七

三
四
一
億
ド
ル
か
ら
一
兆
四
五
三
一
億
ド
ル
へ
九
七
・
九
％
増
加
し
、
財
政

赤
字
額
は
二
一
二
三
億
ド
ル
か
ら
一
〇
七
五
億
ド
ル
へ
約
二
分
一
の
水
準
に

減
少
し
て
い
る
（
第
39
表
参
照
）。
同
財
政
赤
字
額
の
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
率
は
、

同
期
間
に
五
・
二
％
か
ら
一
・
四
％
に
大
幅
に
低
下
し
て
い
る
。
平
均
値
で

み
る
と
、
八
五
―
八
九
年
度
平
均
三
・
九
％
が
、
九
〇
―
九
四
年
度
平
均

四
・
〇
％
、
そ
し
て
九
五
―
九
六
年
度
平
均
一
・
九
％
へ
低
下
し
、
先
進

国
の
な
か
で
最
低
の
財
政
赤
字
比
率
を
記
録
し
て
い
る
。
九
〇
―
九
三
年

度
の
赤
字
比
率
の
増
加
は
、
主
に
九
〇
―
九
一
年
の
景
気
後
退
に
と
も
な

う
一
方
で
の
租
税
収
入
の
減
退
と
他
方
で
の
失
業
手
当
や
貧
窮
家
庭
へ
の
生

計
費
補
助
等
公
的
扶
助
費
の
増
加
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
財
政
赤
字
の
圧
縮
に
と
も
な
い
国
債
発
行
額
が
縮
小
し
、
連
邦
政
府

債
務
残
高
の
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
率
は
九
三
年
度
の
五
〇
・
二
％
を
ピ
ー
ク
に
減
少

し
、
九
六
年
度
に
は
四
九
・
六
％
へ
低
下
し
て
い
る
（
政
府
部
門
の
国
債
保

有
分
を
の
ぞ
く
、
第
39
表
参
照
）。
九
六
年
度
に
お
け
る
歳
出
に
占
め
る
国

債
利
払
い
費
の
割
合
も
一
五
・
四
％
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
（F

.
Y

.
1
9
9
9 ,

H
istoricalTables,p.

6
4

よ
り
算
出
）。

以
上
を
ま
と
め
て
い
う
と
、
第
一
に
、
財
政
支
出
規
模
が
相
対
的
に
縮
小

し
た
。
連
邦
財
政
支
出
の
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
率
は
八
五
―
九
六
年
度
間
に
二

小松　聰：アメリカ経済政策の転換

－ 233－（6）

第38表　個人所得の伸びの要因分解
（％）

（出所）Survey of Current Businessより作成（日本開発銀行『調査』、第244号、1998年７月、

62頁より）。

1992 1993 1994 1995 1996 1997

個 人 可 処 分 所 得 （－）6.2 （－）4.4 （－）4.6 （－）6.0 （－）4.7 （－）4.9

賃 金 ・ 給 与 所 得 （－）3.6 （－）2.2 （－）3.1 （－）3.7 （－）3.8 （－）4.4

そ の 他 の 勤 労 所 得 （－）0.7 （－）0.7 （－）0.4 （－）0.0 （－）0.0 （－）0.2

自　　営　　所　　得 （－）1.1 （－）0.6 （－）0.4 （－）0.3 （－）0.6 （－）0.4

配 当 ・ 利 子 所 得 （－）0.3 （－）0.8 （－）1.1 （－）2.1 （－）1.3 （－）1.2

移　　転　　所　　得 （－）2.0 （－）1.2 （－）0.9 （－）1.2 （－）1.0 （－）0.9

（－）所得税・社会保障税 （－）0.9 （－）1.1 （－）1.4 （－）1.4 （－）2.0 （－）2.1

寄
　
与
　
度



三
・
一
％
か
ら
二
〇
・
七
％
へ
二
・
四
％
減
少
し
、
連
邦
政
府
の
財
貨
サ
ー

ビ
ス
購
入
の
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
率
も
同
じ
く
九
・
八
％
か
ら
六
・
八
％
へ
激
減
し

て
い
る
。（
２
）
（E

co,Rep.
ofthe

Presi.,
1
9
9
8 ,p.

2
8
0 ,p.

3
0
4

よ
り
算
出
）。

（
２
）
政
府
財
政
支
出
は
、
政
府
経
常
支
出
（
政
府
消
費
）
と
政
府
投
資
お
よ
び
移
転
的
支
出

（
社
会
保
障
費
・
補
助
金
・
利
払
い
・
そ
の
他
の
移
転
支
出
）
に
分
け
ら
れ
る
。
そ
の
う
ち
の
政

府
移
転
的
支
出
を
差
し
引
い
た
金
額
が
政
府
財
貨
サ
ー
ビ
ス
購
入
支
出
で
あ
る
。
な
お
州
・
地

方
政
府
を
加
え
た
全
政
府
財
貨
サ
ー
ビ
ス
購
入
の
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
率
も
、
同
じ
く
二
〇
・
九
％
か

ら
一
八
・
四
％
へ
縮
小
し
て
い
る
（ibid.,p.

2
8
0 ,
3
0
4

よ
り
算
出
）。

第
二
に
、
反
対
に
、
財
政
収
入
規
模
は
相
対
的
に
増
大
し
た
。
連
邦
財
政

収
入
の
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
率
は
八
五
―
九
六
年
度
間
に
一
七
・
九
％
か
ら
一

九
・
三
％
へ
一
・
四
％
上
昇
し
て
い
る
。
と
く
に
法
人
・
個
人
所
得
関
係
税

の
増
徴
が
目
立
っ
て
大
き
か
っ
た
。

第
三
に
、
そ
の
結
果
財
政
赤
字
規
模
が
大
幅
に
縮
小
し
た
。
連
邦
財
政
赤

字
額
の
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
率
は
、
八
五
〜
八
六
年
度
平
均
五
・
二
％
か
ら
九
五

〜
九
六
年
度
平
均
一
・
九
％
へ
激
減
し
、
九
二
年
度
の
四
・
七
％
を
ピ
ー

ク
に
そ
れ
以
降
連
続
的
に
低
下
し
、
九
六
年
度
に
は
一
・
四
％
に
減
少
し
て

い
る
。
さ
ら
に
九
八
年
度
に
は
絶
対
額
で
一
〇
〇
億
ド
ル
、
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比

〇
・
一
％
と
き
わ
め
て
小
幅
な
赤
字
、
そ
し
て
九
九
年
度
に
は
逆
に
九
五
億

ド
ル
、
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
〇
・
一
％
の
若
干
の
黒
字
が
見
込
ま
れ
る
に
い
た
っ
て

い
る
（F

.
Y

.
1
9
9
9 ,

H
istrical

T
ables,

p.
2
2 ,

B
udget

of
the

U
.

S.

G
overn.,F.Y.

1
9
9
9 ,P.

1
0

）。
な
お
、
州
・
地
方
政
府
の
財
政
収
支
は
、
こ

の
間
一
貫
し
て
黒
字
勘
定
で
あ
っ
た
か
ら
（
３
）
、
州
・
地
方
政
府
を
含
む
全

政
府
の
財
政
赤
字
額
の
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
率
も
、
八
五
〜
八
六
年
度
平
均
の

三
・
〇
％
が
九
五
〜
九
六
年
度
平
均
〇
・
五
％
へ
大
幅
に
低
下
し
て
い
る

（F.Y.
1
9
9
9 ,H

istricalTables,p.
2
7
3

よ
り
算
出
）。

（
３
）
一
九
九
〇
年
度
に
お
け
る
州
・
地
方
政
府
の
財
政
支
出
規
模
（
自
己
源
泉
支
出
、
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第39表　連邦財政収支(1)（1985－98年度）
（億ドル）

収支尻の 債務残高の
会計年度 支出 収入 収支尻 債務残高(2)

対GDP比率(%) 対GDP比率(%)
1985 1,9464 1,7341 －2123 －5.2 1,4999 36.6
1986 1,9905 1,7692 －2212 －5.1 1,7367 39.7
1987 1,0041 1,8544 －1498 －3.3 1,8887 41.0
1988 1,0645 1,9093 －1552 －3.1 2,0508 41.4
1989 1,1437 1,9912 －1525 －2.8 2,1899 40.9
1990 1,2532 1,0320 －2212 －3.9 2,4107 42.4
1991 1,3244 1,0550 －2694 －4.6 2,6881 45.9
1992 1,3817 1,0913 －2904 －4.7 2,9988 48.8
1993 1,4094 1,1544 －2550 －3.9 3,2475 50.2
1994 1,4617 1,2586 －2031 －3.0 3,4321 50.1
1995 1,5157 1,3518 －1639 －2.3 3,6034 50.1
1996 1,5605 1,4531 －1075 －1.4 3,7330 49.6
1997 1,6012 1,5793 － 219 －0.3 3,7711 47.3
1998（3） 1,6678 1,6579 － 100 －0.1 3,7968 45.5

（1）オフ・バジェット収支も含む。

（2）連邦政府勘定保有分を除く。

（3）評価。

（出所）F. Y. 1999, Historical Tables, p. 20-21, 110-111。
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xpenditures

from
O

w
n

Sources

）
は
五
〇
三
五
億
ド
ル
、
租
税
収
入
規
模
は
五
八
四
九
億

ド
ル
で
あ
り
、
連
邦
政
府
支
出
、
収
入
の
そ
れ
ぞ
れ
四
〇
・
二
％
、
五
六
・
七
％
の
規
模
で
あ

る
。
州
・
地
方
税
収
の
ほ
か
に
、
連
邦
補
助
金
一
二
八
四
億
ド
ル
の
交
付
が
あ
る
（ibid.,pp.

2
6
8 -6

9
）。

九
九
年
二
月
一
日
発
表
の
「
二
〇
〇
〇
年
度
ア
メ
リ
カ
予
算
教
書
」
に
よ

れ
ば
、
九
八
年
度
で
実
績
六
九
二
億
ド
ル
、
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
〇
・
八
％
の
黒
字

に
転
じ
、
九
九
年
度
に
は
、
七
九
三
億
ド
ル
、
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
〇
・
九
％
の
黒

字
が
見
込
ま
れ
て
い
る
（B

udget
of

the
U

.S.G
overn.,F.Y

.
2
0
0
0 ,p.

1
2

）。
た
だ
し
オ
フ
・
バ
ジ
ェ
ッ
ト
（
老
齢
遺
族
・
障
害
年
金
保
険
等
）
勘

定
を
除
く
オ
ン
・
バ
ジ
ェ
ッ
ト
勘
定
に
限
れ
ば
、
九
八
年
度
実
績
は
な
お
二

九
九
億
ド
ル
の
赤
字
（
オ
フ
・
バ
ジ
ェ
ッ
ト
勘
定
は
実
績
九
九
二
億
ド
ル
の

黒
字
）
で
あ
り
、
二
〇
〇
一
年
度
に
至
っ
て
初
め
て
二
億
ド
ル
の
黒
字
見
込

み
に
な
っ
て
い
る
（ibid.,p.

1
2

）。「
Ｏ
Ｂ
Ｒ
Ａ
93
」
制
定
後
初
の
九
四
年

二
月
七
日
発
表
の
「
一
九
九
五
年
度
ア
メ
リ
カ
予
算
教
書
」
に
お
け
る
見
積

り
と
実
績
を
比
較
し
て
み
る
と
（
第
40
表
参
照
）、
前
者
で
は
九
八
年
度
で

も
な
お
一
八
七
四
億
ド
ル
の
巨
額
な
赤
字
見
積
り
で
あ
っ
た
の
が
、
実
績
に

お
い
て
は
同
年
度
六
九
二
億
ド
ル
の
黒
字
達
成
に
な
っ
て
い
る
。
じ
っ
さ
い

の
収
入
増
加
と
支
出
削
減
が
そ
れ
ぞ
れ
見
積
り
を
上
回
る
予
想
外
の
好
成
績

を
あ
げ
た
た
め
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
約
二
分
の
一
ず
つ
赤
字
解
消
に
寄
与
し

て
い
る
（
４
）
。
九
五
年
一
一
月
に
お
け
る
共
和
党
主
導
の
議
会
と
ク
リ
ン
ト

ン
政
権
と
の
財
政
合
意
で
も
、
二
〇
〇
二
年
度
ま
で
の
財
政
収
支
均
衡
化
達

成
が
目
標
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
じ
っ
さ
い
に
は
そ
れ
よ
り
も
四
年
早

く
財
政
赤
字
ゼ
ロ
が
実
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
４
）「
一
九
九
二
―
九
八
年
間
に
、
連
邦
財
政
バ
ラ
ン
ス
は
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
約
五
・
五
％
改
善
し
た
。

会
計
計
算
上
で
は
、
こ
の
劇
的
な
変
化
は
、
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
シ
ェ
ア
に
お
い
て
、
政
府
収
入
の
増
加

と
政
府
支
出
の
減
少
が
そ
れ
ぞ
れ
だ
い
た
い
等
し
い
割
合
で
貢
献
し
て
い
る
」（E

co.R
ep.of

小松　聰：アメリカ経済政策の転換

－ 231－（8）

第40表　連邦財政見積りと実績
（10億ドル）

会計年度 1993 1994 1995 1996 1997 1998

支出

94年２月見積り 1,408.2 1,484.0 1,518.3 1,583.5 1,660.3 1,738.2

実績 1,409.4 1,461.7 1,515.7 1,560.5 1,601.2 1,652.6

差額 ＋1.2 －22.3 －2.6 －23.0 －59.1 －85.6

収入

94年２月見積り 1,153.5 1,249.2 1,342.2 1,410.4 1,479.5 1,550.8

実績 1,154.4 1,258.6 1,351.8 1,453.1 1,579.3 1,721.8

差額 ＋0.9 ＋9.4 ＋9.6 ＋42.7 ＋99.8 ＋92.8

財政赤字

94年２月見積り 254.7 234.8 176.1 173.1 180.8 187.4

実績 255.0 203.1 163.9 107.5 21.9 ＋69.2

差額 ＋0.3 －31.7 －12.2 －65.6 －58.9 －256.6

（出所）Budget of the U. S. Govern., F. Y. 1995, p. 13, F. Y. 2000, Histrical Tables, pp. 20。
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1
9
9
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2
9

）。

第
四
に
、前
述
の
よ
う
に
八
五
年
一
二
月
に「
八
五
年
財
政
収
支
均
衡
法
」、

九
〇
年
一
一
月
に
「
Ｏ
Ｂ
Ｒ
Ａ
90
」、
九
三
年
八
月
に
「
Ｏ
Ｂ
Ｒ
Ａ
93
」
の

諸
財
政
規
律
法
が
制
定
さ
れ
、
財
政
支
出
の
削
減
と
増
税
に
よ
る
財
政
赤
字

圧
縮
の
法
的
制
度
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
形
成
さ
れ
、
同
国
経
済
の
な
か
に
ビ
ル

ト
イ
ン
さ
れ
た
。
そ
し
て
じ
っ
さ
い
に
、
右
に
み
た
よ
う
に
八
〇
年
代
後
半

以
降
財
政
赤
字
の
大
幅
縮
小
と
九
〇
年
代
末
に
お
け
る
財
政
収
支
の
黒
字
化

が
実
現
し
た
の
で
あ
っ
た
。「
こ
の
財
政
収
支
の
劇
的
変
化
は
、
基
本
的
に

は
、
政
策
変
化
、
予
想
以
上
に
早
い
経
済
成
長
、
経
済
成
長
を
上
回
る
予
想

以
上
の
税
収
増
加
の
三
要
素
の
作
用
に
よ
る
」（ibid.,p.

2
9

）
と
み
ら
れ
て

い
る
。
だ
が
、
も
し
財
政
規
律
法
に
も
と
づ
く
制
度
的
な
支
出
削
減
お
よ
び

租
税
増
徴
措
置
が
な
け
れ
ば
、
あ
る
い
は
景
気
回
復
―
税
収
増
加
に
と
も

な
い
財
政
支
出
が
比
例
的
に
拡
大
し
た
な
ら
ば
、
財
政
収
支
の
均
衡
化
達
成

が
不
可
能
で
あ
っ
た
の
に
違
い
な
い
の
で
あ
り
、
こ
の
間
の
財
政
収
支
の
改

善
は
財
政
規
律
法
の
制
約
に
よ
る
と
こ
ろ
が
き
わ
め
て
大
き
か
っ
た
と
い
い

う
る
の
で
あ
る
。

戦
後
の
ア
メ
リ
カ
で
は
、
ほ
ぼ
一
貫
し
て
拡
張
的
財
政
政
策
が
追
求
さ
れ
、

財
政
ス
ペ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
膨
張
に
主
導
さ
れ
て
国
内
消
費
・
投
資
が
拡
大

し
、
総
需
要
の
拡
大
＝
国
内
市
場
規
模
の
拡
張
を
基
盤
に
し
て
経
済
発
展
が

実
現
し
た
。
そ
こ
で
は
不
断
の
財
政
需
要
の
追
加
投
入
―
消
費
・
投
資
拡

大
―
Ｇ
Ｄ
Ｐ
成
長
の
関
係
が
あ
り
、
国
家
財
政
機
構
に
よ
る
需
要
創
出
・

注
入
を
基
軸
に
し
て
同
国
経
済
は
成
立
ち
、
成
長
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

以
上
み
た
よ
う
な
八
〇
年
代
後
半
以
降
に
お
け
る
財
政
規
律
法
の
制
定
と

財
政
ス
ペ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
圧
縮
な
い
し
中
断
は
、
そ
う
し
た
ア
メ
リ
カ
の
伝

統
的
な
経
済
政
策
の
劇
的
変
化
と
三
〇
年
代
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
以
降
の
従
来

の
内
需
主
導
型
経
済
か
ら
の
転
換
志
向
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

－ 230－（9）
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